
大和市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

平成２９年１２月１４日 

                     大和市長  大 木  哲   

 

大和市規則第４６号 

大和市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則 

大和市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（昭和４０年大和市規則第８号）の一

部を次のように改正する。 

第２１条第３項第２号中「特定職員」を「職員」に改める。 

別表第７、１ 行政職給料表(1)昇格時号給対応表８５の項中「３３」を「３２」に改め、同表

１０４の項及び１０５の項中「４２」を「４１」に改め、同表１２０の項中「４５」を「４４」に

改め、同表１２６の項中「４６」を「４５」に改め、同表１３１の項中「４７」を「４６」に改め、 
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同表２ 行政職給料表(2)昇格時号給対応表中 
３７

を
３５

に改め、同表１１２の項中「５０」
３８ ３６

 ３８ ３６
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を「４９」に改め、同表１１５の項及び１１６の項中「５１」を「５０」に改め、同表１１８の項

から１２０の項までの規定中「５２」を「５１」に改め、同表１２１の項中「５３」を「５２」に 
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改め、同表３ 消防職給料表昇格時号給対応表昇格後の号給、３級の欄中 
４９ 
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に
５０ ４６

 ５１  ４７

 ５２  ４８

 ５３  ４９

 ５４  ５０

 ５５  ５１

 ５６  ５２

 ５７  ５３

 

６６ ６５

６７ ６５

６８ ６６

６９ ６６

６９ ６６

７０ ６７

７０ ６７

 
７１ ６７

７１ ６８

改め、同表６ 医療職給料表(3)昇格時号給対応表中
７２

を
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に改める。 
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   条例第２７条第１項及

び第６項の規定に該当

する休職並びに勤務時

間、休暇等に関する条

例第１３条第１項第１

号の休暇 ３／３以下別表第９中 

条例第２７条第１項及

び第６項の規定に該当

する休職並びに勤務時

間、休暇等に関する条

例第１３条第１項第１

号の休暇 

３／３以下 
を

派遣職員の派遣の期間 

派遣職員の派遣の期間 ３／３以下 勤務時間、休暇等に関

する条例第１１条に規

定する介護休暇の期間    

 

に改め、同表勤務時間、休暇等に関する条例第１１条に規定する介護休暇の期間の項を削る。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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